
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 平成 29年度運営会議等における 

取り組みについて 
 

 ① 運営会議 

 ② 専門部会 

（地域移行・地域生活・児童療育・就労） 
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平成２９年度専門部会等の取組について 

部会名 運営会議 

担当者 いわき基幹相談支援センター 

目的 全体的な評価 

 障がい者等の相談支援事業の適切な運営

及び地域の障がい福祉に関するシステム作

りが円滑に実施されるよう 

(1)全体会への課題提起・報告等 

(2)各専門部会の抱える問題・課題の検討 

(3)発達障がい者の支援体制の検討 

について協議検討を行う。 

 年度途中から運営会議のあり方の見直し

を行い運営会議の目的・役割の確認を行っ

た。運営会議の見直しを行う中で委託相談の

役割の確認も行った。次年度は運営会議の見

直しを踏まえ運営会議を自立支援協議会全

体の事務局としての機能を担えるように目

的を整理する必要がある。 

協議課題等 評価・次年度の課題 

①専門部会等に属さない課題の検討 

 

 

 

 

 

 

②専門部会の参加要件の整理 

 

 

 

 

 

 

③発達障がい者等の支援体制のあり方につ

いての検討 

 年度当初、「発達障がい者の支援体制のあ

り方」を検討する場をどのように設置するか

について、関係者に集まってもらい意見を出

してもらった。専門部会の設置が妥当ではな

いかとの意見が多く出て専門部会設置を検

討する事となった。 

 

 

 

④発達障がいに関する研修等の開催 

 

 

 

 

 

①計画相談支援事業所の担当件数増により

事業所の負担が増加している。また、事業所

によっては事業休止や離職者も出ている状

況である。計画相談の様々な課題の整理を進

め、具体的な課題解決のための解決チームの

編成の検討を進める。 

                  

②各専門部会において協議・検討を行う議題

に合わせ、意見聴取及び協議等を必要とする

関係機関との連絡・調整等は、各専門部会が

関係機関と連絡調整等を行ったため運営会

議では行わなかった。次年度については専門

部会のあり方の見直しと併せて検討する。 

 

③今年度途中、運営会議のあり方の見直しも

あり専門部会の設置まで進める事は出来な

かった。「発達障がい者の支援体制のあり方」

を検討する場については、専門部会なのか協

議会等なのか再度検討が必要である。県教育

事務所・市教育委員会・市子育てサポートセ

ンター並びに各地域障がい者相談支援セン

ター等の担当者とでの発達障がい者支援に

関する情報・意見交換会（3.13）の開催を踏

まえて次年度も引き続き検討を進める。 

 

④運営会議見直しの検討などに、時間を割い

てきたため、研修等は開催出来なかった。次

年度に運営会議で研修等を開催するかは、運

営会議のあり方の見直しと併せて検討する。 

 

 



3 
 

 

⑤運営会議のあり方の見直し 

毎月 1 回運営会議を開催してきたが、各地

域障がい者相談支援センターの実績報告と

各専門部会の報告が主で運営会議の目的・役

割自体が不明瞭となってしまった。運営会議

参加者間でも運営会議の目的・役割が共通認

識されていない現状があり、参加者から運営

会議のあり方の見直しが必要であるとの問

題提起があった。運営会議のあり方の見直し

をする事となり、10 月から 12 月にかけて基

幹相談・障がい者相談、アドバイザー、障が

い福祉課とで集まりを持ち見直しの検討を

進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

⑤検討した事により、運営会議の目的・役割

を確認し、運営会議参加者間で目的・役割の

共通認識を図った。 

 

（運営会議の目的・役割） 

自立支援協議会の全体を運営する事務局機能となる。 

〇地域課題の集約整理、課題解決に向けての

交通整理し、各専門部会等に地域課題をつ

なげる。 

〇各専門部会の進捗管理を行う。 

〇政策提言に向け具体的な解決策を全体会

へ提案する。 

 

運営会議の目的・役割の見直しをする事で

委託相談支援事業の役割も確認できた。 

 

（委託相談支援事業の役割） 

〇各地域障がい者相談支援センターが地域

ケア会議等の開催をする事で地域課題を把

握し、地域課題を運営会議で集約する。 

 

 地域ケア会議等については小名浜地域で

2 月から事業所連絡会が始まり、H30 年度か

らは各地域の障がい者相談支援センターで

も開催できるよう準備を進める予定である。 

次年度は地域課題の具体的な集約整理の

仕方などが運営会議の課題である。また、運

営会議の中で専門部会、全体会についても目

的・役割を再確認していき、本来の目的を果

たせる自立支援協議会の運営が次年度の課

題となる。さらに、運営会議を今以上に行政、

基幹相談・障がい者相談が官民協働で進めら

れるような体制を作ることが次年度の課題

となる。 

※運営会議の目的役割の詳細は別紙参照 
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地域自立支援協議会運営会議の目的と役割について 

 

１、 H29 年度（4 月～10 月）の運営会議は 

〇各専門部会の取り組み（進捗状況）の報告と各地域障がい者相談支援センター（委託相談）

の現状報告のみにとどまり、運営会議の本来の役割が果たせていない。 

 

２、運営会議の目的と役割は（H29.10.19・30 運営会議についての検討から） 

 （１）運営会議の目的と役割は 

〇目的 

   市内の障がい福祉の課題を明らかにし具体的な解決策を提案する。 

〇役割 

・各専門部会の進捗管理と整理をする。 

・地域の課題を集約整理し課題解決に向けての交通整理をする。 

・政策提言に向けたプランニング、マネジメントを行い具体的な解決策を全体会に提案する。 

 ⇒ 自立支援協議会の全体を運営する事務局機能となる。 

 

（２）運営会議の役割を機能させるために 

    〇毎月の運営会議の中で各専門部会の進捗管理・整理を行う。 

〇地域の課題の集約整理をする。 

・各地域の障がい者相談支援センターが地域ケア会議等を開催し地域ごとの課題を集約する。 

（小名浜地域障がい者相談支援センターで 2 月より事業所連絡会を開催し、H30 年度から 

は各地域の障がい者相談でも開催出来るよう準備していく） 

・各地域の障がい者相談支援センターのケースから事例検討を行い課題の集約整理を行う。 

    ・計画相談支援事業所の地域別事例検討会から課題の集約整理を行っていく。     

    ⇒運営会議で市内全体の課題の集約整理を行い具体的な課題解決のための交通整理を行う。 

 

３、H30 年度に目標とするいわき市自立支援協議会の組織をイメージした図。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域移行支援部会 

地域生活支援部会 

児童療育部会 

就労支援部会 

（課題解決に向けて検討  

 プロジェクト） 

全体会 

運営会議 

（事務局会議） 

個別相談、個別支援会議、地域ケア会議等 

各地区相談支援センター 

（定例会の設置） 

地域のニーズ・課題 

・困難ケース等 

いわき市地域自立支援協議会 
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専門部会 

地域移行支援部会 
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平成２９年度専門部会等の取組について 

部会名 地域移行支援部会 

担当者 永井 正樹・松田直生美 

目的 全体的な評価 

障がい者支援施設等に入所している方や精

神科病院に入院している方の地域移行・地域

定着を促進するために、次の内容について協

議・検討を行う。 

(１)  必要な施策等の検討 

(２)  情報の共有(利用できる制度や対象者

のニーズなど) 

(３) 関係機関等のネットワーク(協力体制)の

強化・円滑化 

当初、予定していた協議事項とは異なる検討

をすることが多かった。次年度は、以下の３

つを中心に進めていきたい。 

１． 精神科病院からの地域移行を支援チー 

ムよって進めていく 

２． いわき版地域移行キャラバン隊を作り 

障がい当事者、職員に向け意欲喚起をする 

３．研修会を通して、地域移行に対する理

解・啓発に努めていく 

協議課題等 評価・次年度の課題 

１． 障がい者の地域移行に関する検討 

 

①施設から地域へ、病院から地域へ移行した

事例の検討をする。 

  

入所施設、精神科病院に分けて、部会を開

催。入所施設、精神科病院の地域移行の取り

組みを聞いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①入所施設は、地域移行はほぼ終了している

という認識があり、入所者の重度化、高齢化

を理由に積極的には地域移行に取り組んで

はいないように感じた。来年度は、入所施設

職員の意識改革、意欲喚起のために入所施設

からの地域移行をテーマに研修会を開催し

たい。 

精神科病院に対して、社会的入院の実態把

握のためにアンケートを実施。退院先がない

ため、入院せざるえない方が多いことが改め

てわかった。どの病院も入院患者の高齢化が

進んでおり、今後は、高齢分野との連携が不

可欠であり、来年度は高齢障がい者について

関係機関と意見交換の必要性を感じた。 

アンケート結果では、グループホームがあ

れば、60 名以上の方が退院可能との数字が

上がった。グループホームの増設やグループ

ホームからアパート暮らしへの移行への働

きかけも重要になってくる。各法人や不動産

会社にどのように働きかければ効果的な方

法かを検討する。 

精神科病院からは、地域移行の指定を受け

ている相談支援事業所はあるが、マンパワー

の不足、経験不足もあり、地域移行の依頼を

しても断られてしまうとの声が聞かれた。こ

のままでは、精神科病院から地域移行が進ま

ないため、来年度は、障がい者相談支援セン
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②他地域での地域移行の情報収集を行い、検

討をする。 

 会津若松の重度心身者のグループホーム

の情報を収集。 

 

③福島県地域移行キャラバン隊に参加。 

 

 

 

 

 

 

 

  

④１人暮らしをしたいが、保証人の問題があ

るというケースがあった場合は、モデルケー

スとして検討する。 

 

２病院から保証人がいない患者の地域移

行の依頼があり、障がい者相談支援センター

のケースとして支援を行っている。現在、Ｎ

ＰＯ法人市民協福島と連携し、退院に向けて

進めている。 

 

 

 

 

 

２． グループホームに対する検討 

 

①グループホームの循環に焦点を当て、グル

ープホームから 1 人暮らしに移行するフロ

ーチャートを作成。 

  

いわき市内のグループホームにグループ

ホームから 1 人暮らしへ移行した方がいる

か問い合わせを行う。 

 

ターを中心に病院、福祉、行政で支援チーム

を結成し、入院患者の地域移行を進めてい

く。 

 

 

②他地域での地域移行の情報収集はほとん

ど行えなかった。来年度の課題としたい。 

 

 

 

③1 月には、福島県地域移行キャラバン隊に

参加したが、当事者の参加が少なく、いわき

独自の地域移行キャラバン隊の必要性を感

じた。来年度は、地域移行支援部会としてい

わき版地域移行キャラバン隊を作り、市内の

入所施設を対象に地域移行についての説明

をしていきたい。 

 

 

④現在、２病院から保証人がいないが、アパ

ートを借りて、単身生活をしたいと希望して

いる患者さんの地域移行の支援を行ってい

る。ＮＰＯ法人市民協福島の高橋氏と連携し

ながら、３月中に退院予定である。市民協福

島の身元保証・家賃債務保証サービスを利用

しても、きちんとした保証人を１人つけなけ

れば、アパートは貸せないという不動産屋が

あり、保証人がいない障がい者がアパートを

借りることの難しさを実感した。今後は、不

動産会社や賃貸物件のオーナーを対象に障

がい者に対する理解を求めていく必要性を

感じた。 

 

 

 

①いわき市内のグループホームにグループ

ホームから 1 人暮らしへ移行した方がいる

か問い合わせを行うが、ほとんどいないこと

が判明。今年度は、フローチャート作成は行

わないことにした。 

グループホームを出て、アパート暮らしをし

ている当事者に協力してもらい、グループホ

ームを出て、単身生活を希望している方に話
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３． 研修会の開催 

 

①グループホームの世話人、職員向けに研修

会を実施する。 

  

今年度は、グループホームの世話人、職員

向けの研修ではなく、精神科病院の看護師や

ケースワーカーなどの医療従事者、相談支援

事業所、行政の職員を対象に「精神障がい者

の地域移行支援における病棟看護師が果た

す役割」をテーマに長橋病院看護師の講演、

社会的入院から退院し、地域で暮らす精神障

がいの当事者の発表、参加者によるグループ

ワークの内容で、研修会を開催。 

 

 

 

をしてもらう場を作りたい。実際にグループ

ホームからアパートへ移行して生活をして

いる障がい当事者の声を聞くことで、グルー

プホームから出るきっかけ作りにしたい。 

 

 

 

 

①今年度は、グループホーム世話人、職員向

けの研修は開催しなかった。グループホーム

の世話人、職員向けの研修については、来年

度開催するか、開催するならば、地域移行支

援部会で開催するのかも含めて検討する。 

3 月 12 日に精神科病院の看護師やケース

ワーカーなどの医療従事者、相談支援事業

所、行政の職員を対象に「精神障がい者の地

域移行支援における病棟看護師が果たす役

割」をテーマに長橋病院看護師の講演、社会

的入院から退院し、地域で暮らす精神障がい

の当事者の発表、参加者によるグループワー

クの内容で、研修会を開催。１度で終わりで

はなく、来年度も継続して研修を開催する。 

 



（平成３０年３月６日現在）

　　　　　回答病院 ： ６病院 ／ 全６病院

問１

　　　　　６病院　：　（　９１１　）床　　　　　入院患者数（　８３３　）名

問２

0 0 0 1 2 0 0 1 4
0 0 0 1 1 0 0 2 4
0 0 1 0 2 1 0 1 5
0 0 0 0 1 0 0 3 4
0 0 0 1 1 0 0 3 5
0 0 0 1 1 1 1 1 5
0 0 0 3 0 3 1 1 8
1 1 2 0 1 0 1 10 16
0 0 0 0 0 0 3 3 6
0 0 0 0 0 0 0 3 3
0 0 0 2 4 0 2 13 21
0 0 1 1 0 1 0 9 12
0 0 0 0 2 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 0 0 4
0 0 0 0 1 0 0 5 6
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 2 1 1 8 13
0 0 1 1 0 0 1 3 6
0 0 1 2 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 1 0 3 2 0 6 12
0 0 0 1 0 2 0 2 5
0 0 0 0 1 1 3 4 9
0 0 0 0 1 3 1 2 7
0 0 0 0 2 0 0 1 3
0 0 0 1 1 0 0 1 3
0 0 0 1 3 2 4 3 13
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 2 3
0 0 1 0 0 1 1 3 6
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 2
0 0 0 0 1 1 1 3 6
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 1 3 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 6 7 3 2 6 25
1 1 3 3 5 1 2 21 37
0 0 3 1 10 7 9 24 54
0 0 0 1 1 4 6 11 23
0 0 0 4 8 2 7 28 49
0 0 2 3 2 5 3 15 30

問３

⑴　　退院する場合に、退院先として適切な住まい

　　　　○介護施設（主に65歳以上、特養等を含む）　　…（１２５　）名　 　　　　○アパート（単身生活） 　　…（　　５　）名

　　　　○障害者支援施設（身体の介護は不要）　　…（　　７　）名　 　　　　○共同生活（シェアハウスなど） 　　…（　　０　）名

　　　　○グループホーム（２４時間ケア付き） 　　…（　３５　）名　 　　　　○自宅 　　…（　２1　）名

　　　　○グループホーム（朝・夕の支援のみ） 　　…（　２５　）名　 　　　　○その他（　　　　　　　―　　　 　　　  ）　　…（　　０　）名

【問３⑴　考察】

⑵　　⑴で「アパート（単身生活）」として挙げて頂いた方について、単身生活をするうえで必要な支援

　　　　○福祉の支援が必要（ホームヘルパーなど） 　　…（　　０　）名　 　　　　○福祉と医療の両方の支援が必要　　…（　　２　）名

　　　　○医療の支援が必要（訪問看護、デイケアなど）　　…（　　０　）名　 　　　　○特に支援（サポート）は必要ない 　　…（　　１　）名

【問３⑵　考察】

精神科病院の地域移行に関する実態調査

　 社会的入院者（本来の治療目的で病院に入院しているのではなく、入院治療の必要が無くなったが、退院後の生活条件が整っていないために

長期入院を続けている者）の人数             　　※判断基準は医師、看護師、精神保健福祉士等、医療従事者の判断によるもの

50～60歳未満 60～65歳未満 65～70歳未満 70歳以上 合　計

2 1 11 27

6674

　定床数、及び入院患者数

20歳未満 20～30歳未満 30～40歳未満 40～50歳未満

0

1

0 1 4 8

5631

0 0

10

39

17

17

5

5

4

7

34

39

21

11

10

2

8

2

1

1

2

0

4

4

6

6

5

6

1

32

2

0

1

2

0

3

2

0

0

0

3

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

●218名の社会的入院者のうち、単身生活が可能な方は5名であり、福祉と医療の支援があれば生活ができると考えられる。
●地域生活での支援体制が整備されれば、アパートにて単身生活可能の数も増えるのではないかと思われる。

総括事項（平成３０年３月６日現在）

　 「社会的入院者」の内訳等

2181052922

●現在、入院している患者833名のうち218名、約25％は、社会的入院となっている。そのうち、134名は65歳以上であり、社会的入院者の約60％と
なっている。
●入院の長期化により、高齢化、ＡＤＬの低下、生活能力の低下がある。入院が長期化し、身寄りがない、家族が退院に拒否的で退院できないこ
とも多い。
●施設入所を検討するも障害年金のみの収入の方も多く、経済的な理由で入院をせざる得ない状況の方も多い。
●グループホームがあれば、退院可能な方は60名おり、25名の方は簡単な朝、夕の支援があれば、退院することが可能と考えられる。

1 1 9 18 33

20～30年未満

30～40年未満

40年以上

社
会
的
入
院
者

合　計

1年未満

1～3年未満

3～5年未満

5～10年未満

10～20年未満
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問４

0 0 0 1 2 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 3 5
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 2 0 3 1 1 7
1 1 2 0 0 0 1 1 6
0 0 0 0 0 1 2 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 3 0 1 7 13
0 0 1 1 0 1 0 1 4
0 0 0 0 2 0 1 1 4
0 0 1 1 2 0 0 0 4
0 0 0 0 1 0 0 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 2 1 1 3 8
0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 2 0 0 2 5
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 0 3
0 0 0 0 2 0 0 1 3
0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 3 1 3 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 3 5
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 4
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 4 7 3 2 5 22
1 1 4 1 2 1 1 1 12
0 0 3 0 8 4 7 11 33
0 0 0 0 0 0 2 4 6
0 0 0 4 6 1 3 14 28
0 0 2 1 0 3 2 1 9

問５

⑴　　退院後の住まい　（医療従事者の見立てであるが、一部「退院希望者の希望する退院後の住まい」を含む；（　）内の数字）

　　　　○介護施設（主に65歳以上、特養等を含む） 　　…（ 24 ）名 （ ２ ） 　　　　○アパート（単身生活） 　　…（ 　12 ）名 （ 　４ ） 

　　　　○障害者支援施設（身体の介護は不要） 　　…（ 　６ ）名　（ ０ ） 　　　　○共同生活（シェアハウスなど） 　　…（ 　２ ）名 （ 　２ ） 

　　　　○グループホーム（２４時間ケア付き） 　　…（ 　4 ）名 （ ０ ） 　　　　○自宅 　　…（ 66 ）名 （ ２0 ） 

　　　　○グループホーム（朝・夕の支援のみ） 　　…（ １6 ）名 （ ２ ） 　　　　○その他（ 特になし ） 　　…（ 　２ ）名 （ 　２ ） 

【問５⑴　考察】

⑵　　退院後の住まいのうち「アパート（単身生活）」をされる(予定の)方について、単身生活をするうえで必要な支援

　　　　○福祉の支援が必要（ホームヘルパーなど） 　　…（ 　０ ）名　 　　　　○福祉と医療の両方の支援が必要 　　…（ 　２ ）名

　　　　○医療の支援が必要（訪問看護、デイケアなど） 　　…（ 　１ ）名　 　　　　○特に支援（サポート）は必要ない 　　…（ 　３ ）名

【問５⑵　考察】

⑶　　希望者のうち、現在、実際に退院を進めている、退院支援を行っている人数 　　　　　　（　　７　）名

⑷　　賃貸住宅等の保証人の問題があり、退院できない方の人数 　　　　　　（　　０　）名

【問５⑶⑷　考察】

　 「社会的入院者」のうち、退院を希望している人数

60～65歳未満 65～70歳未満 70歳以上 合　計

18

20歳未満 20～30歳未満 30～40歳未満 40～50歳未満 50～60歳未満

1

5

4

132

5

11

7

41

25

16

14

90

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

3

2

2

1

1

1 2 4 1

5

1

0

0

10

5

1

3

1

3

36

2

0

17

1

0

12

1

2

1

1

5

2

2

3

2

0

23

5

2

1

0

0

0

0

10

3

7

2

5

1

5～10年未満

3～5年未満

1～3年未満

1年未満

退
院
希
望
者

合　計

40年以上

30～40年未満

20～30年未満

10～20年未満

　 「退院希望者」の内訳等

●アンケートの結果では、保証人の問題があり、退院できない方はいないとなっている。しかし、保証人の問題がある方は、そもそも単身生活を想
定しておらず、グループホームを想定していることが考えられる。実際、病院から保証人の問題があり、アパートを借りられない人がいるので協力
してほしいとの相談があり、障がい者相談支援センターで現在2名の方の支援をしている。グループホームならば退院可能という方の中にも保証
人の問題がある方がもっといることが考えられる。

●退院を希望しても介護施設には行きたくないと思っている方が多い。
●医療従事者が退院後の住まいはグループホームが適当と考えているが、本人たちはそれほどグループホームを望んでいない。
●65歳以上の方は、退院を希望する方の割合が低い。

●退院希望者のうち、単身生活を希望している方が7名おり、そのうち特別な支援がなくても単身生活が可能と思われる。

10



問５ （前ページからの続き）

⑸　　現在、退院を進めていない原因（保証人問題を除く）

　　　１位　その他（ 家族の協力 ） …　３ 票

　　　２位  障がい福祉のサービスの不足（ 中間施設、計画相談 ） …　２ 票

　　　　　　 グループホームの不足（ 空き ） …　２ 票

　　　　　　 単身生活が可能な住まいの確保が困難 …　２ 票

　　　３位　退院前の福祉事業所の協力不足 …　１ 票

　　　　　　 その他（ 施設等の受入れ状況の不備 ） …　１ 票

　　　　　　 その他（ 地域の理解が得られない ） …　１ 票

　　　　　　 その他（ 身寄りが無い等 ） …　１ 票

【問５⑸　考察】

問６

　○地域移行者数　　　　　…　　（　　12　）名

　○病院としての意向　　　…

【問６　考察】

●本人が退院を希望していても、家族の理解が得られない、グループホームや介護施設、単身生活が可能な住まいがないなどの理由で退院でき
ない方が多い。
●入院の時点から身寄りがない方がいて、入院が長期化してしまう。
●本人は退院を希望しているが、精神症状が落ち着いていないので、退院できない方もいる。

　 平成２８年度の地域移行者数（１年以上の入院患者）、及び病院としての地域移行への意向（働きかけや退院支援チームなど）

●知的障がい者施設への受入れ枠を増やしてほしい。

●相談支援専門員（事業所）で計画を受けて頂けるところを探している。

●グループホームの空きを待っている患者がいる。地域での受け皿が必要。

●適切な場所への退院を検討し、本人や家族への説明、地域の事業所等への相談、協力依頼。

●一人暮らしを想定した体験利用ができるところがあれば良い。

●地域移行をしている相談支援事業所がほとんどなく、地域移行を依頼できない。

●どこの病院も一般病棟は病床が回転しており、短いスパンで退院することができるが、入院が1年以上経過すると退院が難しくなる。
●PSWや看護師など現場レベルでは、地域移行を進めようと思っているが、マンパワーの不足、経営者が積極的でないなどの理由で地域移行を
進めたくてもなかなか進めることができない状況がある。

　 「退院希望者」の内訳等
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平成２９年度専門部会等の取組について 

部会名 地域生活支援部会 

担当者 佐藤 純  菅波佐知子 

目的 全体的な評価 

・全 5 回の部会開催の中で、地域生活支援拠

点等に関する課題検討を行い、連携の強化に

ついての具体策等、具備すべき機能ごとで関

係機関を招集し、本市の実情に応じた地域生

活支援拠点等の案を作成する。 

 

 

○地域生活支援拠点等の具備すべき 5 機能 

①緊急時の受け入れ 

②体験の機会・場 

③地域の体制づくり 

④相談支援機能 

⑤専門性の確保 

 

・第 1 回目、第 2 回目の部会の中で、具備す

べきとされている 5 つの機能の内、最重要機

能とされている「①緊急時の受け入れ」につ

いて、昨年の検討結果などを踏まえ、案を提

示したが、参加者の「緊急時」「連携」等の

イメージのすり合わせが出来なかったこと

等から、案についての合意形成を図ることが

出来なかった。 

それを受け、当初の案作りという目的を変

更し、まずは拠点等についてのイメージのす

り合わせを図りながら、改めて 5 機能につい

ての検討の場について整理すること、次年度

以降、どのような方法で検討を行うべきかを

テーマとし部会を開催した。 

当初の目的は達成できなかったが、整備目

標が 32 年度末までと、一期延長となったこ

とを受けながら、今後のおおよその検討スケ

ジュールの作成を図ることが出来た。 
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協議課題等 評価・次年度の課題 

・地域生活支援拠点等に関する今後の議論の

進め方、方法について、基幹相談支援センタ

ー、地区相談支援センター等と協議した。 

 

 

・部会として、市町村担当者等勉強会に参加。

内容について、部会参加者にフィードバック

を行い共有した。 

 

 

・地域生活支援拠点等の整備に関する行政視

察に参加した担当者に部会に出席いただき、

視察地の豊中市、京都市の拠点等について報

告いただき、検討にあたっての参考とした。 

 

【次年度の課題・取り組み】 

①緊急時の受け入れ 

②体験の機会・場 

の 2 機能の検討ついては、本市における広域

性を踏まえ、地域ごとでの検討という視点を

持ち、次年度、各障がい者相談支援センター

が主となって行う予定の、（仮）地域会議の

中で、2 機能に係る資源の把握などを改めて

行いながら、地域毎で必要な資源はどのよう

なものなのか、資源開発に係る予算要求まで

を見据えて検討していくこととした。 

次年度、本部会においては、部会開催の中

で、このことについての進捗管理の役割を担

うこととし、そのスケジュールについての検

討を行った。（別紙参照） 

③地域の体制づくり 

④相談支援機能 

⑤専門性の確保 

の 3 機能については、今年度、自立支援協議

会に係る運営会議、各専門部会等の中で課題

検討を進めてきた。 

次年度以降も、運営会議・専門部会、及び

必要に応じ課題解決の WG を設けることな

どにより、検討を進めていく。 

機能に係る課題検討を継続しながら、31

年度末までの整備を目標として検討してい

く。 

 



会議の種類

主な参加者

年度/部会開催月 月 位置付け

30年度 4月 　

5月

部会開催月 6月

7月

部会開催月 8月 共有、展開

9月

部会開催月 10月 　

11月

部会開催月 12月

1月 　

部会開催月 2月 　 集約、まとめ

3月 最終報告

31年度 4月
事業化に向けた動

きだし

　　・各地域の結果について取りまとめ、集約を行う。

①地域会議の在り

方について共有

②③現状の資源の

把握

資源開発、

提案

　　・取りまとめた成果物を障がい福祉課、

　　　地域生活支援拠点担当者に提出。

　　・予算化に向けた動きだし

　　・事業開始に向けた更なる検討

地域生活支援部会における地域生活支援拠点等に係る「緊急時の受け入れ」「体験の機会・場の確保」

の検討計画案、検討スケジュール

　　①地域会議について、考え方、具体的内容、

　　　目標等について共通認識を図る。

　　②各地域の中で、2機能に関しての実態の

　　　把握を図る。

　　③どんなことが出来そうか、アイディア、

　　　イメージを出してもらう。

　　・各地域の現状について情報共有、方針のすり

　　　合わせ等を行い、今後の展開について議論

　　・地域ごとで、どの機関がどのような形で

　　　それぞれの機能を担うか具体的に議論。

　民生委員、商店の方など地域住民との対話の場（（仮）地域ケア会議）、障がい福祉サービス事業所

等での協議の場（（仮）事業所等ネットワーク会議）、地区保健福祉センター職員等との協働の場

（（仮）小地域担当者会議）といった場面で地域毎に検討を進め、部会として進捗を管理し、平成３２

年度の事業開始に向け、平成３０年度中の機能・体制イメージの具体化及び予算取りに向けた準備を行

う。

地域会議

地域ケア会議 事業所等ネットワーク会議

民生委員、商店など 障がい福祉サービス事業所など

小地域担当者会議

地区保健福祉センター職員など

内容
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専門部会 

児童・療育支援部会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

部会名 児童・療育支援部会 

担当者 川崎 渡邊 小島 

目的 全体的評価 

 障がい児に対する療育支援やその保護者に

対する支援の課題について、協議検討を行

う。 

（１）療育支援に対する課題やニーズ等の構

築・強化 

（２）必要な施策等の検討・協議 

（３）関係機関等のとのネットワーク（協力

体制）の構築・強化 

 

当初児童関連事業所へのヒアリングを実

施し障害児福祉計画への反映も模索したが

時間的猶予がなく断念。対象を絞って実施し

全体的な課題解決ではなく地域特性や事業

特性にあわせて具体的なアクションを起こ

すための仕掛けづくりにシフトをしていっ

た。 

 主に４つの内容についての検討を行った。

それぞれ課題と次年度につながる成果がみ

られたが、運営会議や就労支援部会などでも

課題として検討されている「発達障がい児」

の課題など部会を超えて連携する必要性な

ども見えてきた。 

 また様々な機関が存在してはいるがそれ

ぞれどのような役割を持っていてどう連携

するのかなど横のつながりが薄いというこ

とが見えてきた。新しい制度を作る事よりま

ずは今動いている資源をどうつなげるのか

という事が来年度の部会としての役割とし

て動いていきたい。 

協議課題等 評価と次年度の課題 

①いわき市通所事業所ガイドブックの活用 

 昨今の放課後等デイサービス事業の全国

的な増加の状況がいわき市でも見られるよ

うになってきた。いわき市の広域性というと

ころと資源の不足・偏りがある中で増えてい

くということは歓迎すべきことではあるが

児童の支援を支える相談支援の不足もあり、

そこをサポートするという役割として情報

提供ツールとして作成。今年度は市の HP へ

掲載し実際に活用してもらった。 

 

 

 

 

 

①ガイドブックの活用について【継続】 

ずれ込んではしまったがいわき市のホー

ムページへの掲載（ダウンロード）を行った。 

○評価と課題 

活用に関しては情報提供するにあたり活

用しやすいという反応がでた。地区センター

でも活用している様子もあり正式な製本化

なども視野に来年度も引き続き現状で様子

を見る。 

課題としては今年度新規事業所の立ち上

げが相次いでいることと、福島県への申請認

可ということで障がい福祉課への情報がう

まく入ってこず更新作業がうまく進まなか

った。見えてきた状況から次年度の対応とし

て次のことを対応策として検討。 

１.県障がい福祉課から情報をおろしても 

らうような行政間の連携。 

２.部会内で、更新頻度や訪問調整、デー 

タ送付の役割分担等 

平成２９年度専門部会等の取組について 

 



19 
 

②事例検討の実施 

 支援における課題共有の場として事例検

討も継続して必要ということで第２回、３回

の部会で実施。 

 重心のお子さんの入院事例 

 自閉症スペクトラム児の支援と連携 

 障がい児とその家族支援について 

 医療的ケア児の退院ケースについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③児童関連事業所へのヒアリングの実施 

 いろいろな課題が出ている中実際に事業

所ではどのようにとらえているのかを知る

必要があると考えた。事業所単体の悩みや課

題などを把握することによりより課題解決

に向けた仕掛けづくりを見いだせるのでは

ないかと考え検討した。 

29 年度 4 月 1 日時点での放課後等デイサ

ービス事業所数は 14 か所。今年度に入り 5

か所の新規立ち上げ。今後も増設や新規のの

話もあり資源不足と地域格差の解消など利

用環境はいい方向へ向かっているとも考え

られる。しかし本来の役割としての「放課後

等デイサービス」の質の担保についてもいわ

き市で考えていく必要があるとの意見が聞

かれた。また新規事業所のヒアリングの中か

らもほかの事業所との連携や療育方法につ

いての情報共有などで勉強していきたいな

②事例検討について【継続】 

28 年度は出来なかった内容ではあった。

事例検討ということで提供者だけでなく参

加者にもメリットがあるような流れを心掛

けた。事例検討の中から医療の連携などの課

題も改めて確認することができた。 

○評価と課題 

 仕切り側（部会長）が事例によっては知

識・経験が薄いため内容がイメージできない

ものもありうまく進めることができなかっ

た。事例検討の目的をどこにもっていくのか

を明確にできずにすすめたことが原因と考

える。 

上記のことを踏まえ次年度は事例の検討

の目的として準備と下記のことを意識しな

がら実施していく。 

１．部地域課題の抽出に目的を置くのか 

  事例の具体的な解決について検討を 

するのかなど部会内で合意形成を行 

う。 

２．事例提供様式の統一 

 →限られた時間での検討のため情報を 

整理しやすく落としどころがイメー 

ジしやすい様式を検討 

 

③ヒアリング実施について 

 当初の予定では数ある課題についてのヒ

アリングを実施のイメージであったが事業

所が多岐にわたることで時間的余裕もすく

なく、今年度は昨今課題として挙がっている

放課後等デイサービス事業の課題に絞って

いくこととした。 

 新規事業所が年度初めに数件立ち上がっ

たこともありまずは相談支援アドバイザー

とも連携し事業所の訪問を実施。 

 

○評価と課題 

当初想定したヒアリングは出来なかった

が第５回の部会の中で市内の全事業所に集

まっていただき放課後デイサービス意見交

換会を開催したことにより放課後等デイサ

ービスの質の向上に向けた具体的な動きに

シフトし活動ができた。今回は顔合わせと厚
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どの希望も聞かれたことから部会として具

体的な共有の場をとして第 5 回目の部会で

「いわき市放課後等デイサービス事業所連

絡会」を実施。 

＊別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労省から出ているガイドラインの確認、事業

所評価について皆で確認することができた。

アンケート結果から継続希望の意見も多い

ことから次年度の部会の【新規項目】として

設定していく。 

→今後の見立てとして事業主体での連絡会

に移行や地域ごとでの連携を強化できるよ

うな働きかけを行っていく。 

【新規】児童・療育＋重心 P 共通項目 

 事例検討を通して、NICU からの退院後の

支援については、重症心身障害児だけでなく

発達障がい児など地域の支援を必要とされ

る子ども達もかかわる課題であることが改

めて話し合われた。児童・療育全体として以

下のような課題が見えてきた。 

１.医療側の支援者にとって地域の社会資源

がわかりにくい 

２.必要な情報やサービスをなど家族が必要

と思った時の相談窓口がわからずに抱え

込んでいる 

重心 P においても病院との協議を試みて

いるところであり、医療・保健・教育・福祉

が連携し、それぞれの機能を活かした仕組み

づくりが児童・療育部会全体としての課題で

ある。ご本人や家族などいかに安心して地域

生活を送ることができるかを念頭に連携を

図れるよう部会で検討していく。 
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部会名 児童・療育支援部会 重症心身障がい児在宅生活支援プロジェクトチーム 

担当者 児童発達支援センターエデンの家 蛭田ゆかり 

目的 全体的評価 

◇重症心身障がい児および医療ケアを必要とする障

がい児の在宅生活にかかわる課題について、実態を把

握し、医療・保健・教育・福祉など多職種が連携し、

よりよい地域の支援体制を構築するために協議検討

していく 

今年度は３つのワーキンググループを編成し、課題

に取り組んだことで、構成メンバーの専門性を活かし

効率的に課題整理が行われた。重症心身障がい児

者の生活は、より個別性が高く支援が届きにくい現

状であり、支援体制の一体化が求められている 

 協議課題等  評価と次年度の課題 

１． いわき市の重症心身障がい児(者)の地域生活の

課題 

医療的ケアの必要な重症心身障がい児(者)及び障が

い児(者)にかかわる相談支援事業所のアンケートから

見えてくる地域生活の現状と課題の整理をしてきた。 

【資料参照】 

 

２．いわき市におけるライフステージに応じた支援体制

一覧(イメージ)の作成 

支援者が連携していくためには当事者や保護者の想 

いを聞き、病状を客観的に把握して、何が一番家族に 

とって良い環境なのかを考える上で、コーディネーター 

の存在は不可欠である。 

相談支援事業所のアンケートより、医療的かつ個別性 

が高いことから重症心身障がい児者にかかわる相談支 

援専門員が限られていることがわかった。相談支援専 

門員などより多くの支援者を広げることを目的に、いわ 

き市の社会資源や重症心身障がい児がどのような支 

援を受けて生活しているか、介入の手がかりとなるよう 

に年齢に応じた支援体制一覧を作成してきた。 

【資料参照】 

【継続】 

◇計画書の作成 

これまで部会で検討されてきた内容をふまえて、検

討事項のポイントを整理し、具体的な検討と成果物

を得るために優先順位をつけたプランニング(行動計

画)を作成する。 

 

【継続】 

◇学習会の企画 

・『いわき市におけるライフステージに応じた支援体

制一覧(イメージ)』を活用し、行政や関係機関、部会

構成メンバーの資質の向上を図ると共に、支援に関

わる関係者が共通認識を持って具体的に協働する

きっかけとする。 
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３． 医療と地域生活をつなぐシステムの構築 

NICU(新生児特定集中治療室)退院時からの在宅支援

は、個々の対応になっており、退院後に必要と思われ

る生活情報の提供は標準化されていない。部会では

関係機関の聞き取りから『NICU を退院する重症児の

関係図(現状)』を図式化しながら検証をしているところ

であり、ようやく病院との話し合いに着手できた。 

 

【継続】 

◇医療と地域生活をつなぐシステムの構築 

・NICU退院時から在宅支援へつなぐしくみを構築す

るために、いわき市の医療と地域生活支援の実態調

査する 

・個別のニーズから医療・保健・教育・福祉の多分

野・多職種による多様な支援を一体化するしくみを

検討していく 
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重症心身障がい児（者）の地域生活の状況と課題の整理 

現状 課題 解決案 解決のための具体的な行動 

福
祉
サ
ー
ビ
ス 

 

短
期
入
所 

 

・短期入所を受けられる事業所が限られている。 

・胃ろう・吸引があるので利用が限られる。 

・呼吸器の設備不足で短期入所の受け入れをしてもらえない。 

・短期入所の空きがないので利用できない。 

・緊急時に利用できる短期入所先がない（利用が困難）。 

・短期入所そのものの事業所（定員）が少ない、従事する人材も不

足している。 

・人材不足の中でさらに医療的ケアを行える職員が少ないため、

医療的ケアが行える短期入所事業所が少ない。 

・短期入所事業所を増やす。 

・医療的ケアが行える短期事業所を増やす。 

・医療的ケアが行える職員を増やす。 

 

 

・家族の都合に合わせて利用できない。 

 

 

・同じ利用者が定期的に利用しているので緊急時に空きがなく利

用できない。事業所からは、まずは馴らしのお試し利用からと言わ

れるがお試しの利用も空きがない為なかなか利用できない。 

 

・感染症が発生すると、急に利用が出来なくなる事もあり、家族

のレスパイトには繋がりにくい。（事業所内での感染の流行や

利用者本人が感染している場合） 

・短期入所が入所施設内に併設されているので、入所施設利用

者内で感染症が発生すると短期入所の利用が出来なくなってし

まう。 

・入所施設に併設ではない、短期入所事業

単独の施設を設置する。 

ヘ
ル
パ
ー 

 

・医療的ケアが行える事業所が少ないため（医療的ケアを行え

るヘルパーが少ない）調整困難。 

・家族の希望する時間に利用できない。 

・医療的ケア以外でサービスを受けている（医療的ケアのサービ

スが受けられず身体介護のサービスのみになっている）。 

・医療的ケアの研修受講が少ない。 

・ヘルパーの利用が週1回のみなので週1回の入浴しか出来な

い。 

・事業所の人員配置調整ができず、ヘルパーの医療技術研修

が進んでいない。 

・1 事業所だけでは時間数をまかなえず、別事業所に医療ケア

の研修を含めて打診し、調整を増やした。 

・障がい福祉サービスにおけるヘルパーの人材がそもそも不足して

いる。 

・ヘルパー事業所のヘルパーの数を増やす。 

・障がい福祉サービスのヘルパー報酬単価が低い為、ヘルパーが

増えない。 

 

・ヘルパー不足の中でさらに医療的ケアの研修を受けるヘルパー

が少なく、ヘルパー事業所も医療的ケアの研修を受ける必要性

の意識が低いため医療的ケアが行えるヘルパーが少ない。 

 

・ヘルパー事業所のヘルパーの数を増やし、

医療的ケアの研修を受講するヘルパーを増

やす。 

・ヘルパー事業所に医療的ケアが行えるヘ

ルパーを増やす。必要性がある事を理解し

てもらう。 

日
中
活
動
（通
所
な
ど
） 

 

・日中一時支援などの通所事業を利用する時に送迎が無いと

困る。 

・利用希望通りにはいかない。 

・導尿が必要で、看護師のいる事業所しか利用できない。 

 

 

 

 

・日中活動の事業所で医療的ケアが行えるスタッフが少ない。事

業所も少ない。 

・医療的ケアを行える日中活動の事業所や

スタッフを増やす。 

・日中活動の事業所が送迎を行っていない。送迎を行っていたとし

ても自宅が事業所の送迎ルートから外れている、送迎スタッフが

医療的ケアの研修を受講していないため送迎が利用できない。 

 

・事業所の送迎以外での移動手段を利用す

る。 

・医療的ケアが行える送迎スタッフを増や

す。 

そ
の
他 

 

・事業所の都合が優先されやすく、本人のニーズに沿った支援

に繋がりにくい。 

 

・福祉の慢性的な人手、人材不足がある。 

 

福祉の人材の確保、人材育成を行う。 

・各種手続きが多く、家族の負担が大きい（医療・高額療養費・

各種手当・福祉サービスの申請）。 

・児童は福祉サービスの上限を超えての調整が難しい。 

・自己負担上限額を超えないようにサービスを利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・福祉や医療など制度ごとの手続きが煩雑で申請手続きを行う家

族の負担が大きい。 

 

 

家族が負担にならないような申請手続きの

支援。 

●医療的ケアも行える障がい福祉サー

ビス事業所（ショートステイ、ヘルパー

ステーション等）を増やす。 

 

・障がい福祉サービス事業所の管理

者に事業所内で医療的ケアの対応

が出来るような体制を作ってもらえる

ように促していく。 

⇒重心児を取り巻く現状などの理解

を深めてもらう 

（例）障連協などの団体でいわきの重

心児について、当事者（家族）も

招いて現状などの話をしてもらい

理解を深める研修会を企画し、

障がい福祉サービス事業所管理

者に参加してもらう。 

 

・障がい福祉サービスの事業所に 3号

研修等の案内を出し研修の受講を

促す。 

●医療的ケアを行える職員を増やす（シ

ョートスティ、ヘルパーステーション、

通所事業所等） 

 

  ・医療的ケアの必要性の意識を高め

てもらう。 

  ・重心児の様子を実際に見てもらった

り、関わってもらう事などをして理解

を深める。 

・顔の見える関係づくり（連携） 

（例）①支援学校の「学校へ行こう週

間」に障がい福祉サービス事業

所職員に来てもらい、重心児の

実際の様子を見る機会を作る。 

↓ 

②障がい福祉サービス事業所職

員が、実際に医療的ケアを実施

しているヘルパー事業所等の職

員の話を聞く交流会などの機会

を設ける。 
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現状と問題点 本質的な問題 解決案 解決のための具体的な行動 

医
療 

 

・長期入院に付き添いをするのは大変。 

 

 

・病院の人員体制の問題があるため家族の付き添いが必要とされ

る。また、入院時の子どもの精神的安定も考慮して家族の付き添

いが必要。 

 家族の付き添いについては H30 年度から入院

時の重度訪問介護が利用できるようになること

で家族の負担軽減の一つの解決策にはなる。 

・病院との連携が難しい、返答がない（在宅サービス調整の打

診を出しても返答がない）。 

・病院内で地域の関係機関と連携を図る仕組みがあるが院内外

で繋がっていない。地域の関係機関が院内の仕組みを理解して

いない。 

 

教
育 

 

・医療的ケアがあるとスクールバスが利用できない。母が自動

車免許をもっていない場合、有料で送迎を利用しているため

経済的な負担が大きい。 

・送迎の問題から、通学が週 3回になっているケースもある。 

・学校の通学に時間がかかり身体的負担が大きい。 

 

・スクールバスに医療的ケアを行えるスタッフが配置されていな

い。スクールバスのスタッフが医療的ケアの研修を受講していな

い。 

  

  

・学校が遠方でありスクールバスの送迎ルートにも乗れない。  

家
庭 

本
人 

・体調を崩しやすい。 

・体力的に低下している。 

・感染症になりやすいため外出が慎重になってしまう。 

・低体温があり、事業所での入浴利用後の体調管理が必要。  

・体調が安定しないため、リハビリなどの兼ね合いを考えながら 

通所している。 

   

家
族 

・誤嚥しやすく経口摂取の配慮が必要。 

・介護者が病弱で他の家族の協力が得られない。母親が一人 

で抱えているが、自己負担を超えないようにサービスを利用し

ている。 

・家族の精神的、経済的負担が大きい。 

・介護者が一人しかいない。 

・父親は短期入所事業所に不信感を持ち、母親に任せておけ

ば大丈夫と思っている。母親の負担を理解するまでに時間が

かかる。 

・母子家庭や遠方への就労のため祖父母の協力は欠かせな

い。 

・変則勤務の兼ね合いもあり、事業所利用（預かり）が不可欠で

ある。 

・自宅での入浴介助が困難になっている。 

・高齢の親が主たる支援者になっている。 

・訪看、家族以外導尿できない。 

・母子分離の時間の確保。 

・父親の協力が得られるような働きかけ、母親ケアが必要。 

・兄弟もおり、本人のみのペースで生活を組み立てることが困

難。 

・母子家庭のため、父親の協力は得られない。母親が孤立してい

る。 

・母親の支援。 

・家族内で介護の大変さや本人の障がいの受容についての理解が

不足している。 

・兄弟、両親、祖父母も含めての協力体制が

必要。 

・親（介護者）が高齢化し介護の負担が大きい。  

・母親、父親とも働き方が多様化している 

 

・家族の状況に合わせた柔軟なサービスの

提供。 

そ
の
他 

・避難元に帰町後の支援体制の確保（特に訪問看護について） 

・震災時の緊急時対応 

   

 



注意　　※ 　くらしのおてつだい；平成28年度
※　こどもみらいBOOK；平成29年度

大項目 くらしの
おてつだい

こどもみら
いBOOK

その他 内容 条件

各地区保健福祉センター 

　親子健康手帳 乳幼児健康診査

　いわきっ子健やか訪問事業 

　妊産婦・乳幼児・未熟児訪問指導

　母子健康相談

いわきおやCoCo

　　子育てコンシェルジュ

　　母子保健コンシェルジュ

　いわきおやCoCo応援プラン 家庭状況に合わせた育児プランを一緒に考えてくれる 妊娠期～

　プレママ・プレパパクラス 初めての出産に関する知識を身にける場 初めてのパパ・ママ対象（妊娠16週～27週）全2回

　マタニティーサロン 助産師による相談、仲間づくりサロン、ミニ講座 妊娠期～出産まで

　母子健康相談 発育・発達・育児の悩み相談 乳児～就学前

産後ケア事業

認定こども園　(障がい児の受け入れ)

保育所(障がい児保育)

幼稚園　(障がい児の受け入れ)

学校：小・中・高 P74

特別支援学級(知的/自閉・情緒/弱視/言語/ＡＤＨＤ)
教育上特別な支援を必要とする児童生徒学級

　通級(言語/情緒/ADHD)
通常学級に籍を置き、障害に遭った特別指導を行う学級

　特別支援学校
学校教育法で規定された心身障害児を対象とする学校

　家庭訪問学級
特別支援学校に通うことが困難な児童生徒に対し、教師が家庭で行う教育的
支援する学級

　院内訪問学級　(いわき病院)
特別支援学校に通うことが困難な児童生徒に対し、教師が病院で行う教育的
支援する学級

乳幼児医療費助成  P76
就学まで

保険診療分の自己負担金と入院時の食事療養費を助成 出生～小学校就学前

子ども医療費助成  P76
就学から

保険診療分の自己負担金と入院時の食事療養費を助成 小学校1年生～18歳の年度末まで

養育医療給付 いわき市HP 医療費の一部を市が負担
出生時の体重2000ｇ以下、もしくは諸機能が未熟であるために医
師が入院養育を必要と認めた場合

重度心身障害者医療費給付事業 P23 保険診療分の自己負担金の助成

身障者手帳1級または2級所持、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害のいずれ
かで身障者手帳3級所持、療育手帳A所持、療育手帳Bto身障者手帳
の双方を所持、精神障害者保健福祉手帳1級所持、精神障害者保健
福祉手帳2級または3級と身障者手帳・療育手帳の双方を所持。

特定疾患治療研究事業 医療費の自己負担金の助成
福島県内に居住、特定疾患に罹患し医療を受けている方 56→５疾
患が対象に

指定難病医療費助成制度 いわき市HP 自己負担限度額の設定による医療費の軽減
指定難病の対象疾患で、病状の程度が一定以上かつ高額な医療の
継続が必要な患者

指定難病患者等見舞金 P27 年額20000円の見舞金の支給
8月1日現在6か月以上市内に居住している指定難病患者・小児慢性
特定疾患患者・人工透析療法を受けている方

小児慢性特定疾病医療費助成制度 P28 医療費の自己負担分を助成
18歳未満で、対象疾患に罹患している児童。すでに対象になって
いる児童については20歳未満

自立支援医療　更生医療 P35 指定医療機関での保険診療自己負担1割、かつ自己負担限度額
の設定による医療費の軽減

18歳以上。身障者手帳を所持し、手術などの治療により障害が軽
減、機能回復する方

　　　　　　　育成医療 P35 指定医療機関での保険診療自己負担2割、かつ自己負担限度額
の設定による医療費の軽減

18歳未満。身体に障害があり、原疾患を放置すると将来障害を残
すと認められる方

重度心身障害児童福祉金 P19 P75 年額48000円、養育者へ支給
3歳～20歳、在宅で常時介護が必要な児童、身障者手帳1級・2級ま
たは療育手帳Aの方。

医療機関 P20～

　診断・治療・療育・家族支援

　リハビリ　(PT/OT/ST)

　退院支援　 カンファレンスの開催　退院指導の実施　保健師や事業所と
の連携や情報提供

　訪問診療 病状に応じて計画に基づき定期的に医師が訪問。

　訪問看護 訪問看護指示書に基づき看護師が自宅を訪問し必要な医療処
置を行う

0歳～。かかりつけ医が必要性を認めた場合

　訪問リハビリ 訪問リハビリ指示書に基づきPT等が自宅を訪問し施術を行う 1歳～。かかりつけ医が必要性を認めた場合

18歳

妊
娠
前

妊
娠
期

12歳
出
産

3
歳

6歳
1
歳
半

いわき市におけるライフステージに応じた医療・保健・教育・福祉制度　一覧表　(　※　主に重症心身障害児を対象にしたイメージ　)

4
ヶ

月

10
ヶ
月

20歳15歳

3歳児健診
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くらしの
おてつだい

こどもみら
いBOOK

その他 内容 条件

児童手当 中学卒業前（15歳到達後の最初の3月31日まで）の児童を看護師、
児童と一定の生計関係にある方

障害児福祉手当 P19 月額14480円、本人に支給 在宅かつ0～20歳未満で重度の障害を有する児童

特別児童扶養手当 P25 1級月額51100円、2級月額34030円
在宅かつ0～2歳未満で中度または重度の障害を有する児童を養育
している方

身体障害者奨学資金 P21 月額8700円
保護者が市内に居住している身障者手帳所持の高校生（高校に準
ずる学校含む）

各種料金の割引制度 P6~ 公共交通機関、NHK、携帯電話利用料、税の減免

避難行動要支援者避難支援制度

その他手帳で利用できる制度

　日常生活用具 P３７

　補装具制度 P34

　医療費助成制度

　自動車改造 P43 本人所有及び本人運転

　在宅重度障害者医療器材等給付事業 P48

　リフォーム事業 P52~

　青い鳥はがき P７

　公共施設使用料割引等 P55

　思いやり駐車場利用 P６３

各地区保健福祉センター P75 P38

いわき市委託相談支援事業所　 P76 P39

指定障害児相談支援事業　 P31 P71

小児慢性特定疾病自立支援事業 P28

障害児（者）地域療育等支援事業　 P57

児童発達支援センター P57
P73

児童相談所　 P76

家庭相談室 P6

子育てコンシュルジュサービス　　 P5

民生児童委員　　 P40

保育所等訪問支援 P42

子育てサポートセンター専門相談

発達親子教室　 P38 

乳幼児発達医療相談　　 P38 

発音とことばの相談会　　 P38 

園児のためのこども療育相談会(巡回療育相談)　 P56 3.6歳から

教育委員会　就学相談　 教育委員会HP

いわき市総合教育センター　教育支援室 教育委員会HP 5歳から

いわき支援学校地域支援センター 教育委員会HP

　かぜくも相談室（特別支援教育相談）

　かぜくもひろば（早期教育相談室）

平支援学校　教育相談

　よつば相談室（特別支援教育相談）

　あ・そ・び・ば（早期教育相談室） 0歳から6歳

聴覚支援学校平校（地域支援センター）

　みみらんどいわき（特別支援教育相談）

富岡支援学校

　さくら相談室（特別支援教育相談）

6歳 12歳 15歳 18歳
出
産

4
ヶ

月

10
ヶ
月

1
歳
半

3
歳

妊
娠
前

妊
娠
期

いわき市におけるライフステージに応じた医療・保健・教育・福祉制度　一覧表　(　※　主に重症心身障害児を対象にしたイメージ　)
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くらしの
おてつだい

こどもみら
いBOOK

その他 内容 条件

　福島整肢療護園

短期入所医療型

　独立行政法人国立病院機構いわき病院

　福島整肢療護園

短期入所福祉型　　2/11ヶ所

　独立行政法人国立病院機構いわき病院

  福島整肢療護園

　エデンの家 医療的ケア要相談　曜日限定

訪問入浴サービス P41

日中一時支援　 P36 P43

放課後児童クラブ　 P63

移動支援 P36

病児・緊急対応強化事業 P67

児童発達支援センター　エデンの家 P73

障害児通所支援施設

　児童発達支援事業所 　P73

　放課後等デイサービス 　P73

保育所等訪問事業 P42

補装具の交付(修理) P34

日常生活用具給付事業 P37

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

リフォーム事業 P52~

保育園 P50

一時保育 P54

ファミリーサポート事業 P67

病児・緊急対応強化事業 P67

福祉型障がい児入所施設

　福島整肢療護園

医療型障害児入所施設

　独立行政法人国立病院機構いわき病院

　福島整肢療護園

病児・緊急対応強化事業 P67

重度身体障害者福祉電話の貸与

NICU親の会

重症心身障害児者親の会

いわき市心身障害者福祉協会

スマイルリボン P72

18歳 20歳

妊
娠
前

妊
娠
期

いわき市におけるライフステージに応じた医療・保健・教育・福祉制度　一覧表　(　※　主に重症心身障害児を対象にしたイメージ　)
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平成２９年度専門部会等の取組について 

 

部会名 就労支援部会 

担当者 木村活昭、草野美保 

目的 全体的評価 

①市内の就労支援の質を高める。 

②就労支援の価値観と情報の共有化。 

就労支援に関する情報は適宜共有した。研

修会も 2 回開催し、資質の向上に努めた。 

課題については、WG での検討が始まった

ばかり。次年度は、課題に対する政策提言や

手立ての提示をできるようにしたい。 

 協議課題等 評価・次年度の課題 

１、協議課題 

①「高等学校に通う障がいのある生徒や障が

いグレーゾーンの生徒への就労支援体制

の構築について」WG を設置し検討 

12/21 第 1 回 構成メンバーと課題の設定 

02/19 第 2 回 メンバー顔合せ課題共有化 

03/26 第 3 回 具体的な手立ての検討（予） 

②「福祉サービス利用者の就労移行実績把握

について」事業所からの報告様式を作成。 

③「職場定着支援のあり方について」 

当課題は 28 年度にまとめた。今年度、国

の福祉サービス化の動きを見据え対応。 

①下記の点等について具体的な手立ての提

示を目指す。また、協議会内の発達障がい

についての議論とも連動し取り組む。 

・高等学校と就労支援機関の持続的・継続

的な連携体制の仕組み作り 

・生徒や家族の障がい受容のために求めら

れるものは何か 

②次年度は、今年度作成した様式を用い実績

把握に取り組む。 

③次年度より「就労定着支援」として福祉サ

ービス化することが決定した。適宜、協議

していく。 

２、進行管理事項 

①障がいグレーゾーンの方の就労アセスメ

ントの実施状況の把握。 

②障がいがある方の「はたらく」リーフレッ

トの活用状況の把握。 

③特別支援学校地区別相談会・就労Ｂ型事業

所アセスメント説明会、4校合同開催。 

 

① 2①の課題にも繋がることから、次年度も

継続して状況を把握していく。 

② 適宜、残部数等の調整を行う。 

③ 高等部 2 年生時から卒業後を見据えて準

備は必要。今後も 4 校合同で実施する。 

３、研修会の開催 

① 10/6 就労支援部会 研修会 

講演『発達障害の人の就労上の課題』 

講師 小林信篤氏（横浜やまびこの里） 

② 2/22 就労Ｂ連絡協議会 研修会 

講演『就労継続支援Ｂ型における利用者支

援～ワークセンター麦の取り組みから』 

  講師 伊東久美子氏（ワークセンター麦） 

次年度は、課題に取り組む中で適宜開催。 

①発達障がい者の就労相談が増えており、支

援者を対象に実施。職業準備性の見立てと

進路選択、雇用後のフォロー等学べた。 

②就労継続支援での実践事例を取り上げ、好

評だった。個別対応の支援と客観的な本人

評価等、集団での作業が主となる中での個

別化について学んだ。また、事業所を超え

た職員間の情報交換もできた。 

４、就労継続支援 B 型事業所連絡協議会 

・年 4 回開催 

・グループワークによる事例検討会 

 テーマ「工賃向上」、「利用者支援」 

執行部や事務局体制等の運営上の課題は

あるが、事業所間の交流、情報の共有、職員

の資質向上の為の事例検討や研修会開催等、

一定の役割を果たした。次年度も継続。 




